
第１章 総 則

（目 的）

第１条 この要領は、静岡県国民保護対策本部及び静岡県緊急対処事態対策本部

条例（平成１７年静岡県条例第１号）第７条及び第８条において準用する第７条の規

定に基づき、静岡県国民保護対策本部（以下「本部」という。）及び静岡県緊急対処

事態対策本部（以下「緊急対処事態対策本部」という。）の運営に関し、必要な事項

を定める。

第２章 本 部

（本部の設置）

第２条 知事は、国から本部を設置すべき通知を受けたときは、直ちに本部を設置す

る。

（本部の組織及び分掌事務）

第３条 本部に、その事務を処理するため、別表本部の１に掲げる指令部（以下「指令

部」という。）及びその他の部（以下「各部」という。）を置く。

２ 指令部に､その事務を処理するため､別表本部の１に掲げる班及びグループ（以下

「指令部各班等」という｡）を置き、別表本部の３に掲げる事務を分掌する。

３ 各部に、別表本部の１に掲げる班（以下「各部各班」という。）を置き、別表本部の４

に掲げる事務を分掌する。

４ 本部を設置したときは、設置場所に「静岡県国民保護対策本部」の表示をする。

（本部長）

第４条 本部長は、知事をもって充てる。

２ 本部長は、県及び関係市町並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実

施する国民保護措置に関する総合調整を行う。

３ 本部長は、武力攻撃災害等の状況に応じ、指令部及び各部の構成を変更すること

ができる。

（副本部長）

第５条 副本部長は、副知事及び警察本部長をもって充てる。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副知事がその職務を代

理する。

（危機管理監）

第５条の２ 危機管理監は、本部長の命を受け、本部員及び部長を指揮し国民保護対

２ 静岡県国民保護対策本部及び静岡県緊急対処事態対策本部運営要領
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策本部の事務を処理する。

２ 危機管理監は、指令部長として指令部の事務を掌理し、所属の要員を指揮監督す

る。

３ 危機管理監に事故があるときは、危機管理監代理がその職務を代理する。

（本部員）

第６条 本部員は、別表本部の２に掲げる者をもって充てる。

（指令部各班等）

第７条 指令部は、県の国民保護措置の実施に関して必要な調整と対外的な総合窓

口機能を所掌する。

２ 指令部各班等に班長又はグループ長（以下「指令部各班長等」という。）を置く。

３ 指令部各班長等は、別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、 指令部長を

補佐するとともに、所属の要員を指揮監督する。

４ 指令部各班長等は、第１０条に規定する本部員会議に出席するとともに、必要に応

じ、所管業務に関する国民保護措置等の実施状況について、本部員会議に報告す

る。

5 指令部各班等は、指令部各班等において国民保護措置に従事する職員（以下「指

令部各班員等」という｡）をもって構成し、指令部各班員等は、関係部局長の推薦に

基づき危機管理監があらかじめ定めておくものとする。

6 指令部各班長等は、国民保護措置が的確かつ迅速に実施されるように、指令部各

班員等の勤務ローテーションについて、あらかじめ定めておくものとする。

7 指令部各班員等は、本部が設置されたときは、直ちに指定された配置場所に参集

する。

（各部各班）

第８条 部に部長及び危機担当監、また班に班長を置く。

２ 部長は別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部の事務を掌理し、所属の

要員を指揮監督する。

３ 危機担当監は別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部長を補佐する。

４ 危機担当監は、所管する職員の中から、代理となる者（以下「危機担当監代理」とい

う。）をあらかじめ定めておくものとする。

５ 各部各班の班長は、別表本部の２に掲げる職にある者をもって充て、部長、危機担

当監を補佐するとともに、所属の要員を指揮監督する。

６ 各部各班の班長は、所管する職員の中から、国民保護措置に従事する職員（以下

「各部各班員」という。）をあらかじめ定めておくものとする。

７ 部長は、勤務外において、各部各班員が不足し、初動態勢の確保が困難な班（第２
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４条に定める方面本部各班を含む。）がある場合は、部内において必要な調整等を

行い、所管する職員を当該不足する班の事務に従事するよう、各部各班員としてあら

かじめ定めておくことができる。

８ 各部各班員の指定に当たっては、国民保護措置が的確かつ迅速に実施されるよう

に、班員の勤務ローテーションについてもあらかじめ定めておくことができる。

９ 部長は武力攻撃災害等の状況に応じ所管する部の各部各班員の構成を変更する

ことができる。

１０ 各部は、円滑な国民保護措置を行うため、指令部と連携を密にするものとし、当該

各部の班員を本部に派遣して、相互の情報共有や連絡調整業務等を行うものとす

る。

（本部の業務調整要員）

第９条 本部員、指令部各班員等及び各部各班員以外の職員（以下「業務調整要

員」という。）については、危機管理監が別に定める業務に従事するものとする。

（本部員会議）

第１０条 本部長は、情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じて本部員

会議を開催する。

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。ただし、必要に応

じて、本部員以外の部長に出席を求めることができる。

３ 本部員等及び指令部各班長等は、それぞれの所管業務に関する国民保護措置の

実施状況について、必要に応じて、本部員会議に報告する。

４ 本部長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、情報収集及び連絡調

整が必要な場合には、国及び自衛隊の職員その他関係機関の長に対し、本部員会

議への職員の出席を要請することができる。

（対策会議）

第１１条 複数の部にまたがる緊急事案に迅速に対応するため、本部が設置された時

をもって本部に対策会議を設置し、各部局の所管業務に関する災害応急対策の実

施状況について情報共有を図るとともに、危機管理監からの指示を所属する部へ伝

達する。

２ 対策会議は、危機管理監又はそれを代理するものが主宰し、危機管理監が必要と

判断し出席を求める危機担当監、及び機関の代表者をもって構成する。危機管理監

は、必要に応じ、対策会議の内容を本部長に報告する。

３ 危機管理監は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、情報収集及び連

絡調整が必要な場合には、国及び自衛隊その他関係機関の長に対し、対策会議へ

の職員の出席を要請することができる。

（班長会議）
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第１２条 指令部支援調整グループ長は、国民保護措置について、指令部各班等及び

各部各班との連絡調整を図るため、必要に応じて関係する班長及びグループ長を招

集し、班長会議を開催する。

（本部の要員配備の規模等）

第１３条 本部長、副本部長、本部員、指令部各班員等、各部各班員及び業務調整

要員の配備態勢については、別表共通の１に定める。

２ 本部を設置するときの要員配備の規模は、武力攻撃災害等の状況に応じて、その

都度本部長が決定するものとする。

３ 勤務外における連絡体制は、別に定める。

４ 本部が設置されたのち、指令部及び各部におけるそれぞれの組織の長が配備につく

までの間の国民保護措置の実施については、必要に応じそれぞれの組織の上位等

級者が指揮するものとする。

（本部の職員参集状況報告）

第１４条 指令部各班長等及び各部各班の班長は、班員の参集状況を把握し、指令

部総務班長に報告する。

（方面本部等への派遣）

第１５条 本部長は、方面本部及び市町等への支援等を行うため、必要に応じ要員を

派遣することができる。

（本部の廃止）

第１６条 知事は、国から本部を設置すべき県の指定の解除の通知を受けたときは、遅

滞なく本部を廃止する。

（本部の関係機関への通知）

第１７条 本部長は、本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに次に掲げる者に通知す

る。

(1) 市町長

(2) 指定地方公共機関の長

(3) その他関係機関の長

第３章 方 面 本 部

（方面本部の設置）

第１８条 本部長は、必要があると認めるときには、方面本部を設置する。
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（方面本部の組織及び分掌事務）

第１９条 方面本部にその事務を処理するため、別表方面本部の１に掲げる指令班（以

下「方面本部指令班」という。）及びその他の各班（以下「方面本部各班」という。）を

置く。

２ 方面本部の所管区域及び方面本部を構成する出先機関は、別表方面本部の２に

定めるところによる。

３ 方面本部各班は、別表方面本部の３の事務分掌欄に掲げる事務を分掌する。

４ 方面本部を設置したときは、方面本部室に「静岡県国民保護対策本部○○方面本

部」の表示をする。

５ 方面本部に方面本部長、副方面本部長、方面本部員及び班長を置く。

（方面本部長）

第２０条 方面本部長は、賀茂、東部、中部及び西部地域局長（以下「地域局長」とい

う。）をもって充てる。

２ 方面本部長は、方面本部員及び方面本部各班長を指揮し、方面本部の事務を処

理する。

３ 方面本部長は、武力攻撃災害等の状況に応じ、方面本部各班の構成を変更するこ

とができる。

（副方面本部長）

第２１条 副方面本部長は、地域局副局長兼（賀茂、東部、中部及び西部）危機管理

監、その他あらかじめ地域局長が定めた者（以下「副局長等」という。）をもって充て、

方面本部長を補佐し、方面本部長に事故があるときは、副局長がその職務を代理す

る。

（方面本部員）

第２２条 方面本部員は、別表方面本部の２に掲げる者をもって充てる。

（方面本部指令班）

第２３条 方面本部指令班は、方面本部の事務を処理し、方面本部の国民保護措置

の実施に関して必要な調整と対外的な総合窓口機能を所掌するとともに、方面本部

管内の市町国民保護対策本部の運営を支援する。

２ 方面本部指令班長は、賀茂、東部、中部及び西部地域局（以下「地域局」という。）

の職員のうち、あらかじめ地域局長が指定した職員をもって充てる。

３ 方面本部指令班長は、第２６条に規定する方面本部員会議に出席し、必要に応じ、

所管業務に関する国民保護措置の実施状況について報告する。

４ 方面本部指令班は、関係所属長の推薦に基づき地域局長があらかじめ定めた要員

（以下「方面本部指令班員」という｡）をもって構成する。その際、国民保護措置が的
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確かつ迅速に実施されるように、別表方面本部の３に掲げる係又はスタッフ（以下「係

等」という。）を置き、国民保護措置に従事する要員をあらかじめ定めておくとともに、

方面本部指令班員の勤務ローテーションについてもあらかじめ定めておくものとする。

５ 係等に係長又はスタッフ長を置く。

６ 方面本部指令班長は、武力攻撃災害等の状況その他特別な事由がある場合は、

方面本部指令班員の構成を変更することができる。

７ 方面本部指令班員は、方面本部が設置されたときは、直ちに方面本部室又はあら

かじめ定められた参集先に参集する。

８ 方面本部指令班長は、指令班駐在所在の総合庁舎に参集した第２５条に定める業

務調整要員を方面本部長の命あるまで待機させ、その間は駐在の業務に従事させる

ことができる。

（方面本部各班）

第２４条 方面本部各班長は別表方面本部の２に定める出先機関の長をもって充て

る。

２ 方面本部各班の班長は、班の事務を所掌し、班に所属する要員を指揮監督する。

３ 地域局長が指定する班に副班長を置く。副班長は、あらかじめ地域局長が定めた者

をもって充て、班長を補佐する。

４ 方面本部各班の班長は、所管する職員の中から、国民保護措置に従事する要員

（以下「方面本部各班員」という。）をあらかじめ定めておくものとする。なお、方面本部

物資班等、他の所属の職員を構成員とする班・係については、関係所属長の推薦に

基づき、地域局長があらかじめ定めておくものとする。

５ 方面本部各班の班長は、勤務外において、方面本部各班員が不足し、初動態勢確

保が困難な場合は、本部において当該班を所管する部長に、部内の他の班の職員

を方面本部各班員として当該班の事務に従事させるよう要請することができる。

６ 方面本部各班員の指定に当たっては、国民保護措置が的確かつ迅速に実施される

ように、班員の勤務ローテーションについて、あらかじめ定めておくことができる。

７ 方面本部各班の班長は、武力攻撃災害等の状況その他特別な事由がある場合は、

各班員の構成を変更することができる。

（方面本部の業務調整要員）

第２５条 方面本部員、方面本部指令班員及び方面本部各班員以外の要員（以下

「業務調整要員」という。）については、方面本部長が別に定める業務に従事するもの

とする。

（方面本部員会議）

第２６条 方面本部長は、方面本部における連絡調整を円滑に行うため、必要に応じて

方面本部員会議を開催する。

２ 方面本部員会議は、方面本部長、副方面本部長及び方面本部員又は方面本部員
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の属する班の副班長をもって構成する。ただし、必要に応じて、方面本部員以外の班

長又は副班長に出席を求めることができる。

３ 方面本部員等は、それぞれの所管業務に関する国民保護措置の実施状況につい

て、必要に応じて方面本部員会議に報告する。

４ 方面本部長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、情報収集及び連

絡調整が必要な場合には、国及び自衛隊その他関係機関の長に対し、方面本部員

会議への職員の出席を要請することができる。

（方面本部対策会議）

第２７条 複数の部にまたがる緊急事案に迅速に対応するため、方面本部が設置され

た時をもって、方面本部室に方面本部対策会議を設置する。

２ 方面本部対策会議は、方面本部長、副方面本部長及び方面本部長が指定する副

班長をもって構成する。

３ 副班長は、それぞれの所管業務に関する国民保護措置の実施状況について、必要

に応じて方面本部長に報告するとともに、方面本部長からの指示を所属する班へ伝

達する。

４ 方面本部長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、情報収集及び連

絡調整が必要な場合には、国及び自衛隊の職員その他関係機関の長に対し、方面

本部対策会議への職員の出席を要請することができる。

（方面本部の要員配備の規模等）

第２８条 方面本部長、副方面本部長、方面本部員、方面本部指令班員、方面本部

各班員及び業務調整要員の配備体制については、別表共通の１に定める。

２ 方面本部を設置するときの要員配備の規模は、本部長の指示により、その都度方面

本部長が決定するものとする。

３ 勤務外における連絡体制は別に定める。

４ 方面本部が設置されたのち、方面本部指令班及び方面本部各班におけるそれぞれ

の組織の長が配備につくまでの間の国民保護措置の実施については、必要に応じそ

れぞれの組織の上位等級者が指揮するものとする。

（方面本部の職員参集状況報告等）

第２９条 方面本部の各班長は、班員（業務調整要員を含む。）の参集状況を把握し、

方面本部長に報告する。

２ 方面本部長は、前項の参集状況を取りまとめ、本部指令部総務班長に報告する。

（市町への派遣）

第３０条 方面本部長は、本部長の指示に基づき、情報の収集及び連絡調整並びに避

難誘導及び救援等の支援のための要員を市町に派遣する。
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（方面本部の廃止）

第３１条 本部長は、本部を廃止したとき、又は方面本部設置の必要が無くなったと判

断したとき、方面本部を廃止する。

（方面本部の関係機関への連絡）

第３２条 方面本部長は、方面本部が設置され、又は廃止された場合は、直ちに次に

掲げる者に連絡する。

(1) 管内市町長

(2) 管内指定地方行政機関の長

(3) 管内指定公共機関の長

(4) 管内指定地方公共機関の長

(5) その他方面本部関係機関の長

第４章 国民保護現地対策本部

（現地本部の設置）

第３３条 知事は、被災現地における機動的かつ迅速な措置の実施を図るため、必要

があると認めるときには、国民保護措置の実施を要する地域を管轄する方面本部管

内に、国民保護現地対策本部（以下「現地本部」という。）を設置する。

（現地本部の組織及び分掌事務）

第３４条 現地本部は、本部と被災現地との連絡調整等を実施する。

２ 現地本部を設置したときは、現地本部の設置場所に「静岡県国民保護現地対策本

部」の表示をする。

３ 現地本部に現地本部長、現地副本部長、現地本部員その他の職員を置く。

（現地本部長）

第３５条 現地本部長は、副本部長（警察本部長を除く）、本部員又は方面本部長のう

ちから本部長が指名する者をもって充て、現地本部の事務を掌理する。

２ 現地本部長は、現地本部を設置した方面本部並びに任務の遂行に当たり必要な

方面本部及び関係機関に対し、必要な指示等をすることができる。

（現地副本部長）

第３６条 現地副本部長は、本部員、方面本部長、副方面本部長又は方面本部員のう

ちから本部長が指名する者をもって充て、現地本部長を補佐し、現地本部長に事故

あるときは、その職務を代理する。
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（現地本部員）

第３７条 現地本部員は、本部員、方面本部長、副方面本部長又は方面本部員のうち

から本部長が指名する者をもって充てる。

２ 現地本部において国民保護措置等に従事する要員は、指令部各班員等及び各部

各班員のうちから指令部各班長等及び各部各班長が指名した要員並びに現地本部

を設置した方面本部の方面本部各班員をもって充てる。

（現地本部の廃止）

第３８条 知事は、本部を廃止したとき、又は現地本部設置の必要が無くなったと判断し

たとき、現地本部を廃止する。

（現地本部の関係機関への連絡）

第３９条 知事は、現地本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに次に掲げる者に連絡

する。

(1) 市町長

(2) 指定地方公共機関の長

(3) 消防庁

(4) 県内指定地方行政機関の長

(5) 県内指定公共機関の長

(6) その他関係機関の長

第５章 現地調整所

（現地調整所の設置等）

第４０条 知事は、国民保護措置が実施される現場において、現地関係機関（県、市町、

消防機関、警察機関、自衛隊、海上保安庁、医療機関、関係事業者等の現地で活

動する機関をいう。）の活動を円滑に調整する必要があると認めるときは、現地調整

所を速やかに設置し、現地関係機関の間の連絡調整を図るものとする。（又は現地

関係機関により現地調整所が設置されている場合は職員を派遣する。）

２ 現地調整所は事態発生の現場において現場の活動の便宜のために機動的に設置

することから、現場の活動上の便宜から最も適した場所に、テント等を用いて設置す

る。

３ 関係機関の連携の強化を図るため、現場レベルにおける各機関の代表者が、情報

共有や活動調整を定時又は随時に行う。

４ 現地における最新の情報を、各現場で活動する職員で共有させ、その活動上の安全

を確保する。
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第６章 緊急対処事態対策本部

（準用）

第４１条 第２条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する

第７章 事前配備体制

（事前配備体制）

第４２条 県内外において、多数の人を殺傷する行為等の事案の発生又は発生のおそ

れを把握したときにおいて、本部が設置されていないときは、事態の状況に応じて、別

表共通の２に掲げる緊急事態情報収集室、緊急事態連絡室又は緊急事態対策室

を置く。

２ 緊急事態情報収集室、緊急事態連絡室及び緊急事態対策室の要員は、関係部

局長又は地域局長の推薦に基づきあらかじめ定めておくものとする。その際、要員の

交替についてもあらかじめ定めておくものとする。

（危機管理連絡調整会議）

第４３条 前条による緊急事態情報収集室、緊急事態連絡室又は緊急事態対策室を

設置した場合において、危機管理監は、事態の内容や規模を勘案し、全庁的な対応

や情報共有、又は所管部局の調整が必要と判断した場合は、静岡県危機管理連絡

調整会議要綱に定める危機管理連絡調整会議（以下「危機管理連絡調整会議」と

いう。）を開催する。

第８章 平常時対策

（国民保護に関する研修及び訓練）

第４4 条 危機管理部及び地域局は、国民保護に関する研修及び訓練を実施するもの

とする。

２ 職員は、前項の研修及び訓練に参加しなければならない。

（国民保護に関する情報共有）

第４5 条 国民保護に関する全庁的な推進及び情報の共有を図るため、危機管理監

は、必要に応じて危機管理連絡調整会議を開催する。
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附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成１８年５月２５日から施行する。

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

この要領は、令和２年４月１日から施行する。

この要領は、令和３年４月１日から施行する。

この要領は、令和４年４月１日から施行する。

この要領は、令和５年４月１日から施行する。

この要領は、令和６年４月１日から施行する。

この要領は、令和７年４月１日から施行する。

（静岡県テロ災害対策本部設置要綱の廃止）

２ 静岡県テロ災害対策本部設置要綱（平成１３年１０月１９日施行）は、廃止する。
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